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最高裁人任-E第002289号

平成17年10月6日

内閣総理大臣小泉純一郎殿

可

顯最高裁判所長官町田

判事補に任命されるべき者を別紙のとおり指名する。 や

てなお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

(発令希望日 平成17年10月16日）
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(別紙）

い で まさ ひろ

井出正弘

いま い ゆう すけ

今井勇介

うし じま たけ ひと

牛島武人

おお の けんたろう

大野健太郎

おか だ やす よ

岡田安世

や

《‐
おか もと よう へい

岡本陽平

お づ りょ.う た

小津亮太

かしわざき ひで ゆき

柏崎秀幸

か とう まさ ひろ

加藤雅寛

かわ せ たか し

川獺孝史

《
ぐん じ ひで あき 典

郡司英明

が だい すけこ

古賀大督

ぱやし あさ こ
ｰ

ｰ

小林麻子

さい とう まなぶ

齊藤 学



たけしさ とう

佐藤 傑

さ とう とも ひこ

佐藤智彦

さ の ふみ のり

佐野文規

しゆ とう はる ひさ

首藤晴久

しん じよう ひろ し

新城博士
ヤ

《
すみ た よし こ

角田祥子

たか はし あき ひろ

高橋明宏

串
》
唾

やま あつ し

山敦士

なか じま なほみ

中島なほ美

なか にし ひさし

中西 永

なる せ だい すけ

〈成瀬大輔
典

にし おか よし のり

西岡慶記

ぬく い り か

明 日利佳

浄
皇
員

睦
之

ひら の

平野

重
見

ひろ せ ゆう

廣瀬裕



ま ぎら ひろ みつ

間明宏充

やす み あきら

安見 章

やま ざき りゆう すけ

山崎隆介

だ ゆたか

田 豊
処
士
ロ

の しゅんたろう処
士
ロ 野俊太郎

ヤ

《
むら ひろ き

村弘樹
処
士
ロ

わた なべ たか ひろ

渡邉隆浩

とし ひこおく

奥 俊彦

さめ じま さ おり

鮫島沙織

たけ うち くみこ

竹内久美子

なか い さえ こ

中井彩子 蓮
王

ふし み ひで

伏見 英

むら い そうたろう

村井壯太郎

もう り とも や

毛利友哉

もり や かず こ

森屋和子



おか あゆみ馳
士
ロ 岡あゆみ

き さか ゆ き
室
員城阪由

すすむさくらい

櫻井 進

なが はし まさ し

長橋政司

はせがわ とし あき

長谷川利明
汁

ふか お あつ こ

《深尾篤子

い はら ちか こ

井原史子

ゆうか い じ

甲斐雄次

かま だ いずみ

鎌田 泉

さくらい ゆ き

櫻井由紀

ない とう かず みち

内藤和道 《
公

さ とう ふみ こ

佐藤文子

たお なおこ

垰 奈央子

ち ば けん いち

一

千葉健

あら い とも や

荒井智也



ふく しま かず のり

福嶋一訓

いわ た じゆん じ

岩田淳之

う だ まさ と

烏田真人

ご
五
ロ

おお とも しん

大伴慎

お がた みさこ

尾形美佐子
吟

お ぱた かず ひこ

小畑和彦 篭

さい とう つれ ひさ

齊藤恒久

しお た ふ ゆ

塩田扶友

した ら だい すけ

設樂大輔

すぎ うら

杉浦
かず き

一輝

たか はし ゆう き
｛
吾 《高橋祐

■

たま だ まさ よし

玉田雅義

なか じん むつ こ

中陳睦子

なか むら かい ざん

中村海山

なか むら しゅう すけ

中村修輔



ふな しよ ひろ お

船所寛生

かず

一

ほり た ひで

堀田秀

いち

一

まつ 鞍み せい

松浪聖

もり た あきら

森田 売
一

もり ち はる

森 千春
ヤ

篦
もり なが あ こ

森永亜湖
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矢野紀夫

いち

一

やま なか こう

山中耕

おお かわ じゅん こ

大川潤子

なか し寵 かね ひで

中嶋謙英

ふじ た たけし

篭藤田 壮
負

や まき とも ひろ

八槇朋博

うば さこ こう じ

姥迫浩司

すず き まさ ひさ

鈴木雅久

まつ した え み

松下絵美



むら まつ ひさ し

村松悠史

あか や けい すけ

赤谷圭介

おく だ だい すけ

奥田大助

かわ かつ よう じ

川勝庸史

かわ さき まなぶ
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平田麻子

かず ま かおる

數間 蕊

なか い ゆみこ

中井優美子

はぜがわ たけ ひさ

長谷川武久
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松岡洋美
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しも やま <みこ

下山久美子
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歩
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伊藤拓也

かみ むら かい

上村 海
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まつ もと ひで お

松本英男
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〃

〃

判事補任命資格 調 （平成17年10月16日）

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地半|｣事補 井出正弘 25

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 ‘ 今井勇介 24 〃 〃

〃 牛島武人 24 〃

〃 大野健太郎 28 〃 〃

〃

〃

岡田安世

岡本陽平

29

27

〃

〃

〃 小津 亮 太 23 〃 〃

〃 柏崎秀幸 35 〃 〃



〃

し〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 加藤雅寛 26

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 川瀬孝史 24 〃 〃

〃 郡司英明 26 〃

〃 古賀大督 25 〃 〃

〃

〃

小林麻子

齊藤 学

29

26

〃

〃

〃 佐藤 傑 26 〃 〃

〃 佐藤智彦 26 〃 〃



″
．

I〃

〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 佐野文規 26

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 首藤晴久 24 〃 〃

〃 新城博士 33 〃

〃 角田祥子 32 〃 〃

〃

〃

高橋明宏

遠山敦士

24

25

〃

〃

〃 中島なほ美 26 〃 〃

〃 中西 永 35 〃 〃



〃

〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 成瀬大輔 25

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 西岡慶記 24 〃 〃

〃 明 日利佳 25 〃

〃 平野貴之 25 〃 〃

〃

〃

廣瀬裕 亮

間明宏充

27

33

〃

〃

〃 安見 章 33 〃 〃

〃 山崎隆介 27 〃 〃



〃

〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 吉田 豊 27

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 吉野俊太郎 24 〃 〃

〃 吉村弘樹 27 〃

〃 渡邉隆浩 25 〃 〃

横浜地判事補

〃

奥 俊彦

鮫島沙織

31

24

〃

〃

〃 竹内久美子 27 〃 〃

〃 中井彩子 25 〃 〃



〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

横浜地判事補 伏見 英 25

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 村井壯太郎 27 〃 〃

〃 毛利友哉 24 〃

〃 森屋和子 25 〃 〃

〃

さいたま地判事補

吉岡あゆみ

城阪由貴

26

23

〃

〃

〃 櫻井 進 39 〃 〃

〃 長橋政司 27 〃 〃



ー
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〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

さいたま地判事補 長谷川利明 29

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 深尾篤子 27 〃 〃

千葉地判事補 井原史子 35 〃

〃 甲斐雄次 26 〃 〃

〃

〃

鎌田 泉

櫻井由紀

33

24

〃

〃

〃

弓
ヤ

〃

〃 内藤和道 26 〃 〃

水戸地判事補 佐藤文子 32 〃 〃



〃

！〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

宇都宮地判事補 垰 奈央子 24

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

前橋地判事補 千葉健
一

28 〃 〃

静岡地判事補 荒井智也 25 〃

甲府地判事補 福嶋
一一

訓 29 〃 〃

新潟地判事補

大阪地判事補

岩田 淳 之

烏田真人

30

34

〃

〃

〃 大伴慎吾 29 〃 〃

〃 尾形美佐子 26 〃 〃



〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

大阪地判事補 小畑和彦 27

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 齊藤恒久 29 〃 〃

一

〃 塩田扶友 26 〃

〃 設樂大輔 27 〃 〃

〃

〃

杉浦
一 輝

高橋祐喜

･25

25

〃

〃

〃 玉田雅義 31 〃 〃

〃 中陳睦子 27 〃 〃



〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

大阪地判事補 中村海山 29

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 中村修輔 27 〃 〃

一

〃 船所寛生 25 〃

〃 堀田秀
一

26 〃 〃

〃

〃

松浪聖
一

森田 亮

29

26

〃

〃

〃 森 千春 26 〃 〃

〃 森永亜湖 24 〃 〃



〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

大阪地判事補 矢野紀夫 23

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 山中耕
一

26 〃 〃

京都地判事補 大川潤子 26 〃

〃 中嶋謙英 25 〃 〃

〃

〃

藤田 壮

八槇朋博

28

27

″
．

〃

神戸地判事補 姥迫浩司 32 〃 〃

〃 鈴木雅久 25 〃 〃



〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

神戸地判事補 松 F絵美 28

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

大津地判事補 村松悠史 26 〃 〃

一

名古屋地判事補 赤谷圭介 24 〃

〃 奥田大助 30 〃 〃

〃

〃

川勝庸史

川崎 学

29

27

〃

〃

〃 高 橋正典 26 〃 〃

〃 谷地伸之 28 〃 〃



〃

〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

名古屋地判事補 溝田泰之 '31

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 森 幸督 32 〃 〃

岐阜地判事補 高木博巳 25 〃

〃 田中
一

美 29 〃 〃

金沢地判事補

広島地判事補

平田麻子

數間 蕪

26

28

〃

〃

〃 中井優美子 25 〃 〃

岡山地判事補 長谷川武久 27 〃 〃



〃

１
１

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

岡山地判事補 松岡洋美 27

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

福岡地判事補 川嶋彩子 26 〃 〃

単

〃 坂本隆
一

25 〃

〃 下山久美子 28 〃 〃

〃

〃

下山洋司

砂古 剛

29

28

〃 原 啓晋 24

ﾉノ 行臓浩太郎 28



″

１

１

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

熊本地判事補 川口洋平 26

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 中島真希子 25

〃 〃

凸一

鹿児島地判事補
一 藤哲志 25

〃

宮崎地判事補 伊 藤 拓也 25

〃 〃

〃

仙台地判事補

上村 海

千葉直人

24

27

〃 松本英男 31

札幌地判事補
､

網田圭 亮 25



〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

札幌地判事補 岡本利彦 31

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 川崎志織 25

〃 〃

▲一

〃 田中昭行 25

〃

松山地判事補 白石裕子 31

〃 〃



最高裁人任-E第002288号

平成17年10月6日

内閣総理大臣小泉純一郎殿

顯最高裁判所長官町田

判事補に任命されるべき者を次のとおり指名する。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。
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〃

Ｉ

判事補任命資格調 （平成17年10月16日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

仙台地判事補 淺海俊介 31 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

神戸地判事補 市原志都 28 〃

京都地判事補 豊田里麻 31 〃 〃


